


基本方針 対策区分

災害に強い
森林づくり

県民全体で
森林を支える
社会づくり

暮らしに身近な森林づくり

森を育む人づくり

木の薫る空間づくり



危険木伐採事業

集落周辺森林(里山)整備事業

森林環境教育活動支援事業(植樹・木育)

①

②

③



危険木伐採事業

【背景】
・人家等の背後が急傾斜地である。
・台風等で倒木の恐れがある。

【目的】
・災害を未然に防止する観点から
人家等に隣接する樹木を伐採する。

【主な要件】
・事業実施主体は自治会とする。
・樹木の所有者とその隣接する人家等の所有者が同一でないこと。
・地目が山林であること。









































ご静聴ありがとうございました


